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令和７年度第３回江東区環境審議会会議録 

 

 

１ 日   時  令和７年１２月１５日（月）       午後２時００分 開会 

                             午後２時５１分 閉会 

 

２ 場   所  江東区文化センター５階 第６・７会議室 

 

３ 出 席 者 ＜ ＞は欠席 

 (１)会  長   柳   憲一郎（明治大学名誉教授） 

   副 会 長       長谷川   猛（元東京都環境局理事） 

   委  員   芦 谷 典 子（東洋大学教授） 

         ＜奥   真 美（東京都立大学教授）＞ 

         ＜村 上 公 哉（芝浦工業大学教授）＞ 

          市 川 英 治（東京商工会議所江東支部副会長） 

          天 野 純 子（東京ガス株式会社東京東支店支店長） 

          戸 屋   輔（東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長） 

         ＜鈴 木 伸 枝（区民公募委員）＞ 

         ＜新井田 有 慶（区民公募委員）＞ 

          山 中   聡（区民委員・江東区立中学校ＰＴＡ連合会長） 

          山 本 香代子（区議会・区民環境委員会委員長） 

         ＜鬼 頭 たつや（区議会・区民環境委員会副委員長）＞ 

 (２)幹  事   大 塚 尚 史（環境清掃部長） 

          西 谷   淳（環境清掃部温暖化対策課長） 

          川 端 弘 一（環境清掃部環境保全課長） 

          小 菅 賢太郎（環境清掃部清掃リサイクル課長） 

          野 村 明 弘（環境清掃部清掃事務所長） 

 

４ 議 題 

   １   「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書につい

て 

   ２   令和７年度カーボンマイナスこどもアクションの実績報告について 

   ３   令和７年度江東区環境検定の実績報告について 

   ４   「江東ごみナビ」サービスの運用開始について（報告） 

   ５   燃料電池ごみ収集車によるごみ収集開始について（報告） 

   ６   その他 
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  配付資料 

   資料１    江東区環境審議会委員名簿 

   資料２    墨田清掃工場リニューアル事業環境影響評価調査計画書について 

   資料３    令和７年度カーボンマイナスこどもアクションの実績報告 

   資料４    令和７年度江東区環境検定の実績報告について 

   資料５    「江東区ごみナビ」サービスの運用開始について 

   資料６    燃料電池ごみ収集車によるごみ収集開始について（報告） 

   資料７    令和７年度第２回江東区環境審議会会議録（案） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会 

１環境清掃部長  それでは、定刻となりました。始めさせていただきたいと思います。 

 まず、委員の皆様には、お忙しい中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 ただいまより、令和７年度第３回環境審議会を開催いたします。 

 審議会の冒頭に当たり、１点御報告させていただきます。机上にお配りしておりますこ

うとう区報にありますように、去る１１月３日、多年にわたる区政の発展等に御尽力いた

だいた方の功績をたたえる区政功労者表彰式がございました。その中で、本審議会から芦

谷委員が表彰を受けられました。芦谷委員に感謝申し上げるとともに、御報告させていた

だきます。 

 それでは、本日も御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の出欠状況について事務局から報告をいたします。 

２温暖化対策課長  それでは、御報告いたします。本日の委員の出席状況ですが、奥委

員、村上委員、新井田委員、鬼頭委員より欠席の御連絡をいただいております。 

 現在、出席は８名となってございます。したがいまして、全員の半数以上が出席してお

りますので、審議会開催の定足数を満たしていることを御報告いたします。 

 次に、本日１名の方より傍聴したい旨の申出がありましたので、これより傍聴人の方に

入室をいただきます。 

（傍聴人入室） 

３温暖化対策課長  続きまして、本日の資料につきましては次第に記載のとおりでござ

います。お手元に資料がない方につきましては、事務局までお声がけをお願いいたします。 

 御報告は以上でございます。 

４環境清掃部長  それでは、これより本日の議事に入りたいと存じます。 

 柳会長、よろしくお願いいたします。 

５柳会長  分かりました。 

 年の瀬もだんだん迫ってまいりましたけれども、本日は御参集いただきましてありがと

うございます。 

 それでは、次第に従って議事を進めてまいりたいと思います。 

 議題の１、「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書について、

事務局から説明をお願いいたします。 

６温暖化対策課長  それでは、資料２「墨田清掃工場リニューアル事業環境影響評価調

査計画書について」、こちらを御覧願います。 

 東京都では、一定規模以上の事業計画に対して公害の防止、自然環境や歴史環境の保全、

景観などについて適切な配慮がなされるように、東京都環境影響評価条例を定め、環境影

響評価、いわゆる環境アセスの手続を実施しております。この環境アセスの手続におけま

す調査計画書の関係自治体の首長、ここでは江東区長になりますが、意見照会について、
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事前に東京都より情報提供がございました。今後、都知事より区長宛てに環境保全の見地

から意見照会が行われる予定とのことでございます。 

 この区長意見の作成に当たっては、本環境審議会に対し江東区長から諮問があり、審議

会の専門委員会の設置及び審議を経て、審議会の答申に基づき、区長意見として都知事に

回答を行っております。正式な通知はまだ行われておりませんが、通知が来てから改めて

今月中に環境審議会を開催するには時間的な制約があるため、現時点での情報によりまし

て、本日は正式通知があった後の答申までの流れについて、事前に御協議をお願いするも

のでございます。 

 まず、項番１の「計画書の名称」は墨田清掃工場リニューアル事業でございます。 

 次に項番２「事業概要」ですが、本事業は、東京都墨田区にあります墨田清掃工場のリ

ニューアルを行うもので、事業の種類は廃棄物処理施設の変更となります。本件所在地は、

墨田区東墨田１丁目１０番２３号、敷地面積は約１万８,０００平米で、工事期間は、プ

ラント工事が令和１１年度から１４年度、飛灰処理設備棟建設工事が令和１４年度から１

５年度を予定しておりまして、工場の稼働年度は令和１４年度予定でございます。 

 ２ページを御覧願います。 

 項番３の「影響を及ぼすと予想される本区の地域」ですが、亀戸３丁目の一部、４丁目

の一部、８丁目の一部でございます。 

 資料、３ページに環境に影響を及ぼすと予想される地域を図にてお示ししておりますが、

円の下側ですが、僅かながら一部、亀戸地区が入っている状況でございます。 

 また、４ページには、本区を含めた環境に影響を及ぼすと予想される地域の町名を表に

お示ししておりますので、こちら、後ほど御覧願います。 

 恐れ入りますが、資料の２ページにお戻り願います。 

 項番４の「江東区長意見提出のスケジュール」でございます。確定している情報が少な

い中ですが、現時点で事務局が想定する流れを御説明させていただきます。 

 まず、表の１行目ですが、本日の審議会にて事前の説明と今後の進め方について御協議

をいただくものでございます。 

 次に、１２月下旬に東京都知事から江東区長への正式な意見照会が来る予定で、これを

受けまして、すぐに環境審議会を書面開催させていただき、江東区長から、本審議会へ諮

問、審議会内で学識経験者委員を中心とした専門委員会への付託と設置、委員、委員長の

指名を行わせていただきます。年明けの１月には専門委員会を開催し、調査・審議をいた

だき、内容を取りまとめた後に審議会会長への回答、会長にも御確認をいただき、答申の

素案を作成していく予定をしてございます。 

 この答申の素案につきましては、令和８年２月５日に対面での開催を予定しております

環境審議会での答申の決定をいただくため、短い時間ではありますが、事前に委員の皆様

に答申素案についてお送りし、意見照会をさせていただきます。いただいた御意見を踏ま

え、２月５日の環境審議会資料として提出する答申案の作成は、最終的に審議会の会長に
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御一任いただければと思います。本審議会での答申決定後、江東区長へ答申し、令和８年

２月９日までに江東区長から東京都知事に意見を提出してまいります。 

 次に、項番５の「今後の環境影響評価手続期日」ですが、公示日は令和８年１月１９日、

調査計画書の縦覧期間は令和８年１月１９日から２８日までを予定しており、縦覧は江東

区役所温暖化対策課の窓口、亀戸出張所のほか、東京都庁等を予定しております。 

 本件に関する御説明は以上でございます。 

７柳会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問があればお願いいたしま

す。芦谷委員、どうぞ。 

８芦谷委員  芦谷でございます。 

 スケジュールのご説明ということでしたが、お伺いしてよければ、墨田清掃工場、場所

が墨田区と葛飾、江戸川、江東もまたがっていますけれども、こちらのカバーするごみ収

集の範囲を教えてください。 

９清掃リサイクル課長  清掃リサイクル課長でございますが、墨田の清掃工場ですので、

基本的には墨田区内から発生する家庭ごみをこちらのほうに運んで焼却処理するというの

が基本になるんですけども、それ以外に、２３区ですと、清掃工場、２３区みんなで一緒

に共同で使っていきましょうというのもありまして、墨田区以外にも、例えば企業、事業

者さんから出たごみなどもこちらに搬入される可能性もありますが、その辺りは２３区全

体のごみがどの辺でどのぐらい発生するか、その辺りを勘案して墨田の清掃工場に持って

いく、これ、搬入調整というんですけども、そういったものを今現在やっているというと

ころでございます。 

10柳会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 東京都のアセス条例の諮問に基づく知事意見、関係首長の意見は、これまでも何度も本

審議会の専門委員会にかかっていろいろと処理してきたところですけれども、今回も同じ

やり方で、この墨田の清掃工場のリニューアル事業、結構区域が広いので、景観の問題で

すとか、あとは、検討すべき項目は多くはないかと思いますけど、交通がどういうふうに、

運搬車両によって地域の住民がどういう影響を受けるかなど、これまでも他の事案でいろ

いろとやってこられましたので、そういう専門委員会の方々にしっかりと検討していただ

ければいいと思います。 

 それで、御説明があったように、本来ですと、通知があってからこの審議会で手続を進

めていくということになるわけですけれども、今回の場合は日程的に少し難しいというこ

ともありまして、通知が来ましたら書面で審議会を開催して手続を進めていきたいという

説明がありました。具体的には、学識経験者による専門委員会で御検討いただいて、年明

けの２月５日開催の審議会に提出する答申案の作成については、私会長に御一任いただけ

ればと思いますけれども、そういう手続でよろしいでしょうか。 

（一同了承） 
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11柳会長  ありがとうございます。 

 それでは、本件につきましては、事務局の御説明のあったとおり進めさせていただきた

いと思います。 

 続きまして、議題の２、令和７年度カーボンマイナスこどもアクションの実績報告につ

いて、事務局から御報告をお願いいたします。 

12温暖化対策課長  それでは、資料３を御覧願います。こちらは、第１回の環境審議会

で、今年度のカーボンマイナスこどもアクションの取組について御報告させていただきま

したが、実績がまとまりましたので、本日は実績報告をさせていただきます。 

 まず、項番１の「取組状況」ですが、６月の環境月間に合わせ、区立小学校及び義務教

育学校の５、６年生が参加し、家庭での二酸化炭素の削減に１か月間取り組んでいただき

ました。今年度は全４６校が参加し、対象者８,５０１人中８,１９９人の児童たちが取り

組み、その結果、１か月間で総量１９７トン、１人当たり平均２４キログラムの二酸化炭

素の削減となりました。 

 また、東京ガス様との協働で、希望のあった７校に地球温暖化と再生可能エネルギーを

テーマとした出前授業を実施しております。 

 次に、項番２の「経過」でございますが、まず、４月に全校への参加依頼から始まり、

５月から出前授業を実施し、６月に各児童が毎日の取組を記録シートに入力し、その結果

を７月に回収、結果を集計し、９月に表彰校を決定いたしました。そして、１１月６日に

江東区文化センターで表彰式、学習発表会及び講演会を実施してございます。 

 次に、項番３「表彰校」についてでございます。今年度の最優秀校は東川小学校となり

ました。優秀賞は第一大島小学校、辰巳小学校、深川小学校及び毛利小学校の４校、入賞

が水神小学校、第二砂町小学校及び第六砂町小学校の３校でございます。 

 次に、資料の２ページをお願いいたします。 

 項番４の「表彰式、環境発表会及び講演会」は、１１月６日１３時１５分から江東区文

化センター大ホールで実施してございます。出席した学校は、最優秀賞、優秀賞の学校の

御覧の学校となっており、表彰式では、受賞者の代表児童に木製の表彰状、木の盾及び副

賞を大久保区長より贈呈しております。なお、当日は、一部の学校で直前にインフルエン

ザによる学年及び学級閉鎖が出てしまったため大幅な人数変更がありましたが、参加校、

発表校を合わせて２９０人を超える参加をいただいております。 

 次に、環境発表会は昨年度から新たに始めたものですが、記載の代表校４グループから、

環境に関する今年度の取組について、子供たちからパワーポイント等を使って大人顔負け

の発表があり、今年も大変好評でございました。 

 また、講演会では、お笑い芸人のカンキョーズさんを招き、「おもしろ環境ゼミナール

～未来、今、みんなができること～」をテーマに、スライドやクイズを多用した漫才コン

トが行われました。 

 また、この模様は全区立小学校及び義務教育学校限定でＹｏｕＴｕｂｅで同時配信をし、



 - 7 -

出席校以外も同時刻で視聴可能としております。さらに今年度は、環境発表会の様子を、

後日、江東区公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにて一般公開する予定で、現在、準備を進め

てございます。 

 次に、項番５の「参加賞」は、参加児童全員に国産間伐材の貯金箱を来年の１月に配布

いたす予定でございます。 

 今後も、本事業を通じて、本区の小学生、そして子供から御家庭に伝えていただき、各

家庭における環境に関する知識と行動の定着を図ってまいります。 

 御報告は以上でございます。 

13柳会長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告につきまして、何か御不明な点とかございますか。何かありますか。 

14天野委員  大丈夫です。私も参加させていただいてどうもありがとうございます。 

15柳会長  ただいまは天野委員の発言でした。 

16温暖化対策課長  毎年、東京ガス様には事前の小学校の出前授業、御協力いただき大

変好評で、それを受けてから子供たちがシートに記録という活動になっております。 

17柳会長  ほかにいかがでしょうか。山中委員、どうぞ。 

18山中委員  ＰＴＡ連合の山中です。 

 ちょっとした質問、簡単なあれなんですけども、５年生児童、６年生児童の出席者にな

っていたんですが、これは各学校、みんな、６年生の児童全部、５年生児童全部という感

じでよろしかったでしょうか。 

19温暖化対策課長  ありがとうございます。 

 大ホールのほうが５００人規模なんで、学校によるんですが、基本的には最優秀校のみ

５、６年生、あと、ほかの学校については、学校の先生に１学年程度でお願いしていると

ころでございます。 

20山中委員  ありがとうございます。 

21柳会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 特になければ、議題の２は以上といたします。ありがとうございました。 

 続きまして、議題の３、令和７年度江東区環境検定の実績報告について、事務局から説

明をお願いいたします。 

22温暖化対策課長  それでは、資料４を御覧願います。今年で４年目となる江東区環境

検定の今年度の実績がまとまりましたので、御報告をさせていただきます。 

 まず、項番１の「事業内容」ですが、（１）「対象者」は、昨年度からどなたでも受検

可能としております。 

 （２）「受検日程」は、８月２８日から１０月末までで、これまでの１か月から２か月

に受検期間を拡大しております。 

 （４）「受検方式」は、パソコンやスマートフォンによるオンラインで、検定問題は二

肢択一で６０問でございます。 
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 （６）「その他」ですが、６割以上の得点者には認定証、９割以上の高得点者には表彰

状をオンライン発行しております。 

 なお、これまでは結果発表が受検後約２週間後でしたが、今年度からは受検結果が即時

確認できるように改善をしております。なお、オンラインでの結果確認は１１月３０日で

終了となっております。 

 そのほかにも、今年度からは同一アカウントで何度でも再受験ができるように改善をし、

高得点を目指してチャレンジいただけるようにしてございます。 

 次に、項番２の「実施結果」でございます。今年度も区立中学校の２年生及び義務教育

学校８年生は授業内で受検をしていただいておりますが、令和７年度の受検者数は、一般

が８７９人、中学生が２,５１４人、合計３,３９３人で、対前年度で３０６人の増となっ

ております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次に、項番３の「受検者増に向けた取組」では、これまで何かインセンティブ等があっ

たほうがよいのではないかとの御意見もいただいておりました。今年度は、表彰状や認定

証取得者に対して、１０月に毎年行っております江東区民まつりの会場でオリジナルグッ

ズを配布しました。なお、その後も潮見にありますえこっくる江東においでの際に、表彰

状や認定証を見せていただきますと、グッズを進呈しております。 

 次に、項番４の「表彰状及び認定証」ですが、参考に３ページ及び４ページに掲載をし

ております。こちら、オンライン発行となっておりますが、印刷するとこのようになるも

のでございます。 

 次に、項番５の「その他」ですが、環境に関する基礎的な知識を学習するためのデジタ

ルテキスト、公式参考書・対策問題集を今年度も７月１１日からホームページで公開して

おります。子供たちにとってもとても分かりやすくまとめておりますので、環境検定の受

検は終了しましたが、日頃からの環境学習に役立てていただければと思います。 

 今後も、カーボンマイナスこどもアクション同様、本事業を通じ、中学生をはじめ多く

の区民の方に環境に関する知識と行動の定着を図ってまいります。 

 御報告は以上でございます。 

23柳会長  ありがとうございます。 

 ただいまの令和７年度の江東区環境検定の実績報告について、何か御不明な点などがあ

りましたら御発言をお願いいたします。山中委員、どうぞ。 

24山中委員  山中です。 

 環境検定の表彰状と認定証というのは、これは６割以上の成績を修めた方は認定証、そ

れ以上の方が表彰状という感じですよね。これは、それ以上取った人は表彰状を送られて、

６割以上、６割以上、表彰状は。 

25柳会長  表彰状は９割です。 

26山中委員  ９割ですね。ごめんなさい。これは、９割取った方は両方もらえているん
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ですか、それともこれだけですか。 

27温暖化対策課長  ありがとうございます。 

 ９割以上取った方は、オンライン発行になりますんで、認定証も出ますし、表彰状も、

両方出る形で、ただ初年度は表彰状については紙発行して送っていたんですが、中学校に

よっては校長先生が朝礼等でみんなの前で表彰してあげるというお話もいただいたので、

授業の中で受けていただいている中学生だけに限ってなんですが、２年目以降も紙で発行

した上で学校に送っているところでございます。それ以外の方は、みんな、オンライン発

行になります。 

28山中委員  となると、２の実施結果のところの数字で、認定証獲得者３,０２９名の、

認定証、質問した認定証の割合が８９.３％なんですけども、これは、認定証獲得者とい

うのは、表彰状の方も人数に入っているということでいいですか。 

29温暖化対策課長  さようでございます。 

30山中委員  分かりました。ありがとうございます。 

31柳会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議題の３は以上としたいと思います。 

 続きまして、議題の４、「江東ごみナビ」サービスの運用開始について、これは報告に

なっておりますが、事務局からお願いいたします。 

32清掃リサイクル課長  清掃リサイクル課長、小菅と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 恐れ入ります、資料５を御覧ください。こちら、「江東ごみナビ」サービスの運用開始

について、本日、御報告をさせていただきます。 

 初めに項番１、背景と目的でございますが、本区では、平成２９年より転入者あるいは

単身世帯、また区内に居住する外国人の方への情報発信の強化から、資源・ごみの排出に

関する情報をより手軽に入手・確認できる「資源・ごみ分別アプリ」を作成し、配信をし

てございます。 

 アプリにつきましては、運用する中で、分別の方法、この検索がテキストマッチングの

ため類語検索への対応が十分にできないですとか、外国語版の作成に当たっては別途翻訳

作業が必要となるため時間とコストを要する、こういったような課題がございました。こ

うした課題を解決するために、ＬＩＮＥとＡＩを活用した新たな資源・ごみの分別検索サ

ービスである「江東ごみナビ」こちらを導入するものでございます。 

 項番２の「運用開始時期及び周知」でございますが、令和８年１月２１日の開始を予定

しておりまして、区報や区公式ＳＮＳなどを通じ、広く周知を図ってまいりたいと思いま

す。 

 次に、３の「特徴」でございますけども、主な特徴として４点挙げさせていただいてお

ります。まず１点目の「ごみ収集カレンダー機能」ですが、こちらはお住まいの地域を設

定することで、その地域のごみ資源の曜日あるいは収集日を確認することができるもの。 
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 次の（２）の「ＡＩによる分別案内機能」ですが、こちらはＡＩによる高度な品目マッ

チングによって、曖昧な文字で検索した場合でも、ＡＩが類語を検索して出し方を案内す

ることができるもの。また、画像検索にも対応しており、品目が分からない場合は、例え

ばスマートフォンで撮影した写真から出し方を調べることができる、そういった機能を備

えております。 

 次に、３の「位置情報機能」ですが、こちらは位置情報を送信することで、その場所か

ら最も近い資源の収集場所ですとかごみ処理券の販売場所、そういったものを表示するこ

とができるものでございます。 

 次に、４の「多言語対応」ですが、こちらは、日本語のほかに、本区の外国人登録者数

等を勘案しまして、英語、中国語、韓国語、またタガログ語、ベトナム語、この５か国語

に対応すること、これによりまして、外国人区民の方にも収集日を誤ることなく、適正に

資源やごみを排出していただく一助となるものというふうに考えてございます。なお、そ

の他の言語への拡大につきましては、今後の運用の中で随時検討してまいりたいと考えて

ございます。 

 最後に、項番４の「利用方法」ですが、ＬＩＮＥ上で「江東ごみナビ」公式アカウント

を友達登録することで、無料で利用することができます。 

 こうした新たなサービスの提供などを通じまして、ごみの適正排出等、リサイクルのさ

らなる促進に今後も積極的に取り組んでまいりたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

33柳会長  ありがとうございました。 

 「江東ごみナビ」サービスの運用開始ということで、ただいまの報告について、何かお

気づきの点があれば、皆さん、お願いします。よろしいでしょうか。 

 特段御発言がないようですので、議題の４は以上にしたいと思います。 

 続きまして、議題の５、燃料電池ごみ収集車によるごみ収集開始について、これも報告

ですけれども、事務局からお願いいたします。 

34清掃事務所長  清掃事務所長、野村が説明させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、議題５、燃料電池ごみ収集車によるごみ収集開始について御報告いたします。

資料６を御覧ください。 

 「ゼロカーボンシティ江東区」の実現に向け、都内で初めて本格導入となるＣＯ₂を排

出しない水素燃料で走る燃料電池ごみ収集車、いわゆるＦＣごみ収集車を導入いたしまし

た。１台目の運用を１１月の１９日に開始しまして、これに当たり出発式を行い、山本委

員にも御参加いただきまして、区長がＦＣごみ収集車にて収集を実施しました。 

 ２３区でも、他区でＦＣごみ収集車の利用実績はございますが、他区は都から一定期間

無償で貸与される車両を活用した試験導入でございまして、本格的な導入は本区が都内初

でございます。 
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 項番１を御覧ください。出発式の概要でございます。１１月１９日に清掃事務所の日常

作業のタイムスケジュールに合わせる形で早朝に出発式を行いまして、区長・議長挨拶を

いただき、フォトセッションの後に、豊洲・辰巳地域の集積所で区長がごみ収集を実施い

たしました。出発式の様子については、裏面以降に写真を掲載しておりますので御覧くだ

さい。 

 最終ページでございますが、収集終了後に区長のコメントで、振動が少なく音も静かで、

さらに排気ガスが出ないことから、環境だけではなく、収集する作業員に対しても優しい

車両との感想をいただいております。 

 それでは、項番２にお戻りください。項番２ですが、「車両導入のスケジュール」でご

ざいます。１１月の運用開始に続きまして、１２月１５日本日に２台目の納車がございま

した。今後、引き続き運用してまいります。さらに、令和９年度以降に３台導入し、合計

で５台の導入を予定しております。 

 最後に項番３、今後の運用についてです。令和７年度は、車両が一般的な収集車両と比

べると、１メートル長いＦＣごみ収集車でございます。幅も大きいものですから、幹線道

路の集積場を中心に可燃ごみの収集を実施して、作業効率等を検証している最中でござい

ます。その結果を踏まえて、来年度以降に有効活用していくという流れを組んでおります。 

 説明は以上でございます。 

35柳会長  ありがとうございました。 

 ただいま燃料電池ごみ収集車のごみ収集開始についての御説明がありましたけれども、

何か御不明な点がありましたらお願いいたします。 

 最初に戸屋委員からどうぞ。 

36戸屋委員  参考までにちょっと教えていただきたいんですけども、こういったごみ収

集車の実施検証、検証って具体的にどういうところを検証されるかというのをちょっと教

えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

37清掃事務所長  お答えいたします。 

 このごみ収集車が、大体２トン弱、積めることになっております。実際に幹線道路を走

ってみて、どこまでの集積所まで収集すると２トン弱超えないような形で安全に収集でき

るかという地図を用いたコースの検証といったところがメインになりますけれども、効率

のいい活用を目指し繰り返し検証している作業中でございます。 

38戸屋委員  そう考えますと、今のごみ収集車と比較して、遜色なく使えるかどうかみ

たいな、そのような検証を行っているということでよろしいでしょうか。 

39清掃事務所長  そのようにお考えいただいて大丈夫でございます。 

40戸屋委員  ありがとうございます。以上です。 

41柳会長  ほかにいかがでしょうか。芦谷委員、どうぞ。 

42芦谷委員  写真の御提示や一般の収集車と比べて大型であるとのご説明をいただきま

したところ、気になりました。燃料電池は、車の中のどの辺りに入っているのでしょうか。 
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43清掃事務所長  御質問ありがとうございます。 

 水素燃料をためるタンクが、２ページ目の下の横向きの写真で、下の黒い、タイヤとタ

イヤの黒い部分にあります。この写真だとちょっとないですが、反対側にも同じ黒いとこ

ろがありまして、そこで燃料を電気に変えて、その電気で走る仕組みです。 

 通常のごみ収集車両、小型プレス車というものが一般的に区道を広く走っているのです

が、その車両ですと、ＦＣごみ収集車写真の運転席後ろ側に四角い縦長のところがないぐ

らいの車両です。ＦＣごみ収集車は大体１.２メートルぐらい小型プレス車より長くなっ

ている関係で、回転半径の都合上、大型の道路をメインで利用させていただくということ

になっております。 

 説明は以上です。 

44柳会長  ほかにいかがでしょうか。山本委員、どうぞ。 

45山本委員  山本です。 

 車両の導入の計画が全体で５台ということなんですけども、これって、今後、ずっと続

けて、最終的には全車こういう形になるのか、先ほど来、話があるように、ボディがちょ

っと、幅もちょっと大きい、長さも１.２メーター大きいということで、区道の細かいと

ころはなかなか行けないということで、こういった車が小っちゃく、水素で小っちゃくな

る可能性と、その辺のところ、どういうふうに江東区では考えているんでしょうか。 

46清掃事務所長  ありがとうございます。 

 ＦＣごみ収集車、やっぱりごみに関連の深い江東区が率先して導入するという形で導入

させていただいた経緯がございますけれども、今、委員おっしゃられたとおり、狭い路地

はなかなか使いにくいというところがございまして、将来的に全部の台数がこのＦＣごみ

収集車になるというのは現実的になかなか厳しいところになっております。ＦＣごみ収集

車に加え、ＥＶのごみ収集車も技術的にはございます。そういったものを活用していくと

いうことも視野に入れながら、今後、導入した５台で効率的かつ環境に良い活用方法を検

討しながら、最終的な計画を進めていくところになります。 

 なお、このごみ収集車は１台が６年のリースとなっておりまして、リース終了までに今

後の運用について導き出していくところになります。 

 以上でございます。 

47柳会長  どうぞ。引き続き、山本委員。 

48山本委員  よく分かりました。そうすると、今、これ、江東区の直の車で、雇上の車

も結構多いと思うんですが、雇上の車のほうにはこういった、例えば、これ、高額と聞い

ていますので、なかなかそういったものを利用するような促進とか、あとはＥＶ車を、に

どんどん替えていくようにとか、そういったことの雇上車に対しての働きかけって行って

いるでんでしょうか。 

49清掃事務所長  ありがとうございます。 

 ５台のうち先行して導入した２台に関しましては、直営の運転手が直営の作業員を乗っ
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けて作業するという計画になっております。残りの３台、令和９年度に関しましては、そ

の雇上の運転手さんに御利用いただきながら、誰が乗るかも含めて雇上の会社さんと協議

しながら御利用いただく計画を模索していくところでございます。 

50柳会長  どうぞ。引き続き。 

51山本委員  まさしく直営と雇上と両方いらっしゃるんで、その辺はしっかり連携を取

って取り組んでいただきたいと思います。要望です。 

 終わります。 

52柳会長  ほかにいかがでしょうか。山中委員、どうぞ。 

53山中委員  山中です。 

 ちょっと参考までなんですけども、今言っていた区の車というのは、大体何台ぐらいが

江東区で回っているんでしょうか。 

54清掃事務所長  ありがとうございます。 

 ＦＣ車が導入されるまで小型プレス車が７台あった状況でございます。そのうち常時の

稼働が５台、２台は緊急的な対応や臨時でごみの収集が必要なときに出ておりました。 

 今回、ＦＣのごみ収集車を導入することで、追加で２台になって９台になるんですけれ

ども、小型のプレス車を１台取り除いた８台で運用していく予定でございます。 

55山中委員  ありがとうございます。 

56柳会長  ほかにいかがでしょうか。市川委員、どうぞ。 

57市川委員  市川でございます。 

 ＣＯ₂を排出しない水素燃料というのはこれから重要だと思うんですけれど、車自体、

水素燃料とガソリン車と購入するときは、どのような値段の違いがあるんでございましょ

うか。 

 お願いします。 

58清掃事務所長  お答えします。 

 まず、ＦＣごみ収集車はリース契約になっており、完全に購入して財産という形ではな

いんですけれども、車両の６年間の利用の金額が約７,５００万円と、かなり高額な車両

になっております。 

 当然、これを区が全額負担するということでは、通常の収集車両と比べて費用が明らか

に過大すぎるため、国の補助金と東京都の補助金を活用させていただきまして、区の持ち

出しとしては約４分の１、２,０００万ぐらいとなっております。 

59市川委員  それでも２,０００万。 

60清掃事務所長  これを６年で割った金額が１年にかかるという形です。 

61市川委員  ガソリン車はどんなもんなんでしょうか。 

62清掃事務所長  ガソリン車も、年間で運用を考えていくと大体２００万円前後のため

何割か割高にはなってまいりますけれども、環境に対して強くＰＲしていく必要があるの

で、有効に活用していきたいと考えているところでございます。 
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63市川委員  そうですね、そうそれはもう間違いないと思うんですが、あとは電気自動

車もありますよね。それなんかはどうなんでしょうか。すみません。 

64清掃事務所長  御質問ありがとうございます。 

 電気のごみ収集車も、技術的にはかなりＰＲされているところがございますが、充電し

てから、江東区が想定している走行距離、１日の作業量をこなせるかなど課題もあります。

夏場、冬場ですと、かなり冷暖房が電気を消費するとのことですので技術の革新を注視し

ております。今後、活用の可能性としてはゼロではないと考えております。 

65温暖化対策課長  すみません、一般的な車で申し上げますと、水素燃料の一般車も出

ているんですが、やはり一般の石油燃料のガソリン車よりは高い形になっているんですが、

やはり国や東京都も、そういった自動車を普及させるために、水素燃料やＥＶ自動車につ

いては、補助金を購入者に助成するという形で、ガソリン車より若干高いぐらいで買える

ように普及促進しております。また、一般的に力を使うような自動車や鉄道、船とかにつ

いては、ＥＶよりもやはり水素のほうが短い時間で補充ができるということで、水素が使

われているケースがございます。 

66柳会長  ありがとうございます。 

 芦谷委員、どうぞ。 

67芦谷委員  今、水素自動車の価格が高いということがあったかもしれません。水素自

動車の良い面を捉えるとしたら、ボディ側面の面積が大きいので、よく看板、広告車みた

いな、大きなトレーラーで広告している会社さんもあるので、このボディを広告と考えて

有効に、次の令和９年度以降の導入時でも良いかと思いますが、ピーアールのための宣伝

車も兼ねるという使い方もあり得るかと思いました。 

 もう一つ、江東区とは直接は関係ないかもしれませんが、よく言われていることの中に、

水素自動車ですと、造りとしてはガソリン車のエンジンの部分を、燃料電池に置き換えた

ものが水素自動車だということで、日本の自動車産業の城下町、企業城下町を維持するに

は一番良い脱炭素方法であるといったことが言われているので、ある程度、広く捉えてい

くという流れになるのかもしれないというようにも思われました。 

 以上です。 

68市川委員  すみません。よろしく。 

 まず、補助金による値段というか価格で何とか採算が取ろうということなんですけれど、

今回は補助金は出るかもしれませんけど、将来はどうでしょうかね。この辺はもう大変難

しいと思うんですよね。水素ステーションや何かがはやってくれば、もちろんだんだんと

水素自動車もまた安くもなるんでしょうから、そのどちらかということになろうと思いま

すが、補助金が出ないということも、将来ですよ、想定してやっぱり考えていかなきゃい

けないんではないかなというふうに思いました。いかがでしょうか。 

69環境清掃部長  おっしゃるとおりで、今は水素自動車の清掃車というのはないので、

まず、それを使ってもらうというところで補助金を出していただいているんですけど、先
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ほどちょっと課長のほうでも説明したとおり、今のこの水素自動車って構造上、通常のパ

ッカー車に比べてどうしても大きいものしかまだ造れないということで、将来的に今の時

点ではまだ全ての清掃車が置き換えできるところの技術も追いついてないという、そうい

うような状況になっています。 

 なので、今回のやつ、２台、取りあえず導入したんですけど、そこに対してメーカー、

車のほうのメーカーだったりとか、水素燃料向けの内燃機関のメーカーだったりとかでつ

くっているグループが一緒に、この間、出発式にも参加してもらったんですけど、そうい

うところも実際のところで運用しながらのところなんかの意見とかを聞きながら改良して

いきたい、そういうような意向を持っているというところで、今後、サイズ的にも、値段

的にも、値段は、多分、量産化される、量産化というか、数がいっぱい出てくれば、当然、

少し落ちてくると思いますので、そういう中で、補助金がなしでも普及をしていけるよう

にするには、ボディを小っちゃくして実用化、実際の現実化みたいなところをするのが一

方だったりとか、あと数がコンスタントに出ていくようなところだったりと、そういうよ

うな市場の状況とかと併せながら見ていかなきゃいけないかなと思っていますので、我々

としても、もうとにかく高くても入れればいいんだという考えは全然なくて、もうちょっ

と状況を見ながら進めていきたいなというふうに思っております。 

70市川委員  よろしく。山本先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

余計なことを聞いちゃって。 

71柳会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 国のＧＸ(グリーン・トランスフォーメーション)政策には脱炭素社会を形成するにあた

って、水素社会を２０５０年までに実現するということも入っていますので、その一環で

国からの補助とか東京都の政策に基づいての補助というのはあると思いますけれども、江

東区がごみ車両で先進的に先導をしていくというのは非常に誇らしいことだろうと思いま

すので、現場の方々はそれで頑張っていただければというふうに思います。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、議題のほうは以上といたします。 

 続きまして、前回の令和７年度第２回環境審議会の会議録の承認について、確認させて

いただきます。資料の７を御覧ください。 

 この会議録につきましては、一般公開と区のホームページへの掲載を、御承認があれば

させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（一同了承） 

72柳会長  それでは、第２回の会議録は御承認いただいたということで、公開させてい

ただきます。 

 最後に、議題の６、その他ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

73温暖化対策課長  それでは、事務局からは事務連絡のみでございます。 



 - 16 -

 次回の日程でございますが、令和７年度第４回環境審議会につきましては、本日の議題

１で御説明いたしましたとおり書面開催となります。環境影響評価に関する都知事からの

依頼の通知がありましたら、区長から本審議会へ諮問となります。そこで、答申作成に向

けて、専門委員会への付託、専門委員会の設置及び委員の選任となります。 

 続きまして、皆様にお集まりいただく第５回環境審議会は、令和８年２月の５日、２月

５日の木曜日午後２時から、場所はこちら、江東区文化センターを予定してございます。

ここで、審議会としまして区長への答申を御決定いただく予定でございます。後日、文書

にて御案内をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 事務連絡は以上でございます。 

74柳会長  ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして、審議会を閉会いたしたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

午後２時５１分閉会 

 


